
 

 

 

 

 

 

 

入学・進級おめでとうございます！！ 
 校庭の花がきれいに咲き、子どもたちの入学や進級をお祝いしています。子どもたちは新しい学年になり希望

に胸を膨らませていることと思います。 

 今年度は、１年生１名を迎え、２２名でのスタートとなります。今年度も一人一人の目標に向かって成長し、

楽しい学級となるようにしていきます。１年間、よろしくお願いします。 

 

【担任紹介】 

 

子どもたち一人一人が自分の成

長を実感し、毎日楽しく生活で

きるようにしていきます。よろ

しくお願いします。 

 

３組の子どもたちが楽しく学習し

たり遊んだりしながら日々成長す

る姿を見れることをうれしく思い

ます。よろしくお願いします。 

 

昨年度に続き、かわいい 3組の子ど

もたちと共に過ごせることをとて

も楽しみにしています。よろしくお

願いします。 

【生活について】 

○登 校 ：８時１０分～８時１５分の間に登校してください。低学年は、朝会等に遅れないように、早めに登

校させてください。 

○下 校 ：曜日、学年により下校時刻が異なります。週だよりに記載しますのでご確認ください。また、低学

年は、お子さんの下校方法（学童、デイサービス、お迎え等）を担任にご連絡ください。 

○持ち物 ：全てのものに記名してください。学年・組・名前をはっきり書いてください。 

○欠席連絡等：学校を欠席・遅刻・早退等する場合は、tetoru より、８時半までに必ずご連絡ください。 

<毎日持ってくるもの>  

 ①校 帽･･･ ゴム紐を確認してください。 

 ②筆 箱･･･ 鉛筆 Ｂか２Ｂ→５本位、 赤・青の色鉛筆 

             消しゴム→消しやすいもの 名前ペン 

             15cm 位の定規（折れないもの）（３年生以上） 

 ③下敷き･･･ 無地のしっかりしたもの 

 ④日記帳･･･ 連絡帳として活用します。毎日、目を通し、「家庭から」のところに記入をお願いします。 

 ⑤連絡袋･･･ 手紙や日記帳が入る大きさ A4 版が望ましい。 

⑥給食袋･･･ ランチマット、清潔なハンカチ（タオル）、マスク （給食がない日は必要ありません。） 

 ※予備のマスクを２～３枚、ランドセルに入れておいてください。 

 ⑦ハンカチ・ティッシュペーパー 

 ⑧防犯ブザー･･･時々、鳴るかどうか点検をお願いします。 

【保護者会】 ４月１０日（木）１４：００～  

令和７年 ４月 ７日  
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・全学年４時間授業で児童の下校は１３時５分です。 

・全体会（体育館）の後、学級会（教室）となります。 

・本年度の教員配置、行事や学習の進め方についてお話させていただきます。 

ご多用とは存じますが、ご出席をよろしくお願いいたします。 

 

【新入生・転入生を迎える会】 ４月２５日（金） 場所：赤羽体育館 

・当日は、現地集合、現地解散となります。赤羽体育館まで送迎が必要となりますのでご予定ください。詳細

は、後日配布する手紙でご確認ください。 

 

【提出書類】  ※８日（火）に全て封筒に入れて配布いたします。 

（１）児童指導資料【全員】 

１、３、５年生は新しい用紙に記入してください。２、４、６年生は昨年度の用紙に訂正箇所を赤で記入

してください。 

（２）防災用児童カード【全員】 

１、３、５年生は新しい用紙に記入してください。２、４、６年生は昨年度の用紙に訂正箇所を赤で記入

してください。 

（３）保健調査票【全員】 

１年生は左のページ（氏名、緊急連絡先、医療機関など）と右のページ１年の欄に記入してください。２

～６年生は新学年の欄に必要事項を記入してください。 

（４）心臓検診調査票【１、４年生のみ】 

必要事項を記入してください。 

（５）結核健診・運動器検診問診票【全員】 

・結核健診：新学年の欄に必要事項を記入してください。 

・運動器検診問診票：新学年の欄に必要事項を記入してください。 

（６）学校ホームページ及びＰＴＡ広報誌への児童写真掲載についてのお願い【全員】 

提出部分を切り取って記入してください。 

 

【 提出期限 ４月１１日（金）厳守 】 

 

【就学援助費、就学奨励費の申し込みについて】 

今年度から電子または郵送での申請となります。（昨年度のように学校に書類を提出する方法ではありませ

ん。）希望する場合は、「就学援助費希望調査書」「特別支援教育就学奨励費に係る収受額・需要額調書」を

よくお読みいただき、期日までに申請をしてください。 

 

※不要になった用紙は、各家庭で処分をお願いします。 


